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市
子
育
て
支
援

　

セ
ン
タ
ー

◆
水
あ
そ
び
コ
ー
ナ
ー

　

お
む
つ
が
と
れ
て
い
な
い
子

ど
も
は
、
水
あ
そ
び
用
お
む
つ

を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
17
日
・
24
日
、
火

曜
午
前
10
時
～
11
時(

雨
天
中

止)対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

10
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

当
日
午
前
９
時
～
電
話

で◆
お
ひ
さ
ま　

え
ん
に
ち
②

日
時　

８
月
31
日(

火)

午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分

対
象　

就
園
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

20
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

８
月
24
日(

火)

午
後
１

時
～
電
話
で

◆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
♥

あ
か
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
の
ハ
ッ

ピ
ー
タ
イ
ム
♥

日
時　

９
月
24
日(

金)

午
前
10

時
～
10
時
40
分

対
象　

生
後
１
～
６
カ
月
位
ま

で
の
子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

７
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

９
月
15
日(

水)

午
後
１

時
～
電
話
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

市
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０

７
２
・
４
６
８
・
８
２
２
４

 

子
ど
も
・
子
育
て
交
流
施
設

「
つ
げ
さ
ん
広
場
」

◆
マ
マ
と
赤
ち
ゃ
ん
の
ふ
れ
あ

い
タ
イ
ム
「
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー

ジ
と
ふ
れ
あ
い
遊
び
」

日
時　

①
８
月
27
日(

金)

②
９

月
14
日(
火)
③
10
月
19
日(

火)

午
前
10
時
10
分
～
10
時
40
分

　

里
帰
り
出
産
が

　

困
難
と
な
っ
た

　

妊
産
婦
の
か
た
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
に
伴

い
、
予
定
し
て
い
た
里
帰

り
出
産
が
困
難
と
な
っ
た
妊

産
婦
の
経
済
的
負
担
の
軽
減

と
不
安
の
解
消
の
た
め
、
家

事
援
助
や
一
時
預
か
り
な
ど

の
育
児
等
支
援
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
際
の
利
用
料
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先　

子
育
て
支
援
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
９

０

対
象　

１
カ
月
健
診
後
～
６
カ

月
の
子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

各
３
組(

定
員
に
な
り

次
第
締
切
、
初
め
て
の
か
た
優

先)講
師　

小
山
美
樹
さ
ん(

つ
げ

さ
ん
広
場
ス
タ
ッ
フ)

申
込　

電
話
で(

初
め
て
の
か

た
以
外
は
当
日
１
週
間
前
か

ら)場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先　

NPO
法
人
え
ー
る(

近
木
町
４-

１

シ
ェ
ル
ピ
ア
１
階)

☎
０
７

０
・
５
０
４
１
・
２
５
６
７

(

平
日
午
前
10
時
～
午
後
３
時)

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

ひ
だ
ま
り

◆
ペ
タ
ペ
タ
♪
足
型
あ
ー
と

日
時　

９
月
９
日(

木)

午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分

対
象　

１
歳
の
子
ど
も
と
保
護

者定
員　

８
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

８
月
26
日(

木)

午
前
10

時
～
窓
口
・
電
話
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
６
４

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

　

セ
ン
タ
ー

◆
講
座　

子
ど
も
の
事
故
に
対

す
る
応
急
手
当
て
と
救
命
処
置

日
時　

９
月
15
日(

水)

午
前
10

時
～
正
午

場
所　

職
員
会
館
多
目
的
ホ
ー
ル

定
員　

15
人(
定
員
に
な
り
次

第
締
切
、
保
育
は
あ
り
ま
せ
ん)

講
師　

消
防
本
部
職
員

申
込
・
問
合
せ
先　

フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
０
５
０

　

こ
ど
も
デ
イ
ケ
ア
い
ず
み

　

令
和
４
年
度
入
園
児
募
集

　
対
象　

就
学
前
で
運
動
や
言

語
・
行
動
面
な
ど
で
の
発
達
の

遅
れ
が
気
に
な
る
子
ど
も

申
込
期
間　

９
月
１
日(

水)

～

30
日(

木)※

土
日
祝
除
く

場
所
・
見
学
・
申
込
・
問
合
せ

先　

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
デ
イ
ケ
ア
い
ず
み(

東

山
２
‐
１
‐
１)

☎
０
７
２
・

４
２
１
・
３
０
０
０　

　

児
童
扶
養
手
当

　

９
月
期(

７
～
８
月
分)

の
児

童
扶
養
手
当
を
９
月
10
日(

金)

に
受
給
者
の
口
座
に
振
込
み
ま
す
。

問
合
せ
先　

子
ど
も
福
祉
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
２
１

　

就
業
支
援
講
習
会

　

受
講
生
募
集

　　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
や
寡

婦
の
か
た
が
対
象
で
す
。

◆
日
商
簿
記
３
級
検
定

日
時(

全
11
回)

　

11
月
20
日
～

２
月
５
日(

１
月
１
日
除
く)

、

土
曜
午
前
10
時
～
午
後
４
時

定
員　

20
人(

申
込
多
数
の
場

合
抽
選)

費
用　

５
０
０
０
円

締
切　

10
月
20
日(

水)

申
込　

メ
ー
ル

(
QR
コ
ー
ド)

ま

た
は
、
往
復
は

が

き

に

講

座

名
・
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番

号
・
志
望
動
機
、
保
育
希
望

(

２
歳
～
就
学
前)

の
場
合
は
子

ど
も
の
氏
名
・
年
齢
を
記
入
し

郵
送
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先　

〒
５
３
７-

０
０
２
５　

大
阪

市
東
成
区
中
道
１-

３-

59
大

阪
府
立
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
母
子
家
庭
等
就
業
・
自

立
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
06
・
６
７

４
８
・
０
２
６
３

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

　

電
話
相
談
強
化
週
間 

　

い
じ
め
・
不
登
校
・
体
罰
・

虐
待
な
ど
子
ど
も
の
人
権
問
題

に
つ
い
て
電
話
相
談
を
開
設
し

て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
守
り

ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
パ

ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
か
ら
も
相

談
で
き
ま
す
。

専
用
相
談
電
話　

☎
０
１
２

０
・
０
０
７
・
１
１
０

日
時　

８
月
27
日(

金)

～
９
月

２
日(

木)

午
前
８
時
30
分
～
午

後
７
時
、
土
・
日
は
午
前
10
時

～
午
後
５
時　

※
通
常
の
相
談
は
平
日
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

問
合
せ
先　

大
阪
法
務
局
人
権

擁
護
部
☎
06
・
６
９
４
２
・
９

４
９
６

　　

８
月
は

「
こ
ど
も
１
１
０
番
月
間
」

◆
５
つ
の
約
束
ま
も
ろ
う
ね
！

①
一
人
で
遊
び
ま
せ
ん

②
知
ら
な

い
人
に
つ

い
て
行
き

ま
せ
ん

③
つ
れ
て

行
か
れ
そ

う
に
な
っ

た
ら
大
声

を
出
し
て

た
す
け
を

も
と
め
「
こ
ど
も
１
１
０
番
の

家
」
へ
に
げ
こ
み
ま
す

④
だ
れ
と
ど
こ
で
遊
ぶ
か
、
い

つ
帰
る
か
を
家
の
人
に
言
っ
て

か
ら
出
か
け
ま
す

⑤
お
友
だ
ち
が
つ
れ
て
行
か
れ

そ
う
に
な
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
大

人
に
知
ら
せ
ま
す

※
子
ど
も
た
ち
が
外
出
す
る
時

は
、
防
犯
ブ
ザ
ー
や
ホ
イ
ッ
ス

ル
を
持
た
せ
、
活
用
す
る
よ
う

に
教
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先　

社
会
教
育
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
１
２
５

食品などを提供して
子ども食堂を応援しよう！

　ご家庭で提供可能な食品などがあればご協力ください。
提供された食品は、市内の子ども食堂で活用させていただ
きます。

提供できるもの
①賞味期限が２
カ月以上あり常
温保存が可能で
未開封の以下の
もの
菓子類(個包装さ
れたもの)、乾麺
類、インスタン
ト 食 品 、 缶 飲
料、ペットボトル飲料、缶詰、サラダ油、調味料など
②紙コップ、紙皿、割り箸、使い捨てスプーンなど
(未開封のもの)

提供できないもの
生鮮食品、冷凍食品、冷蔵食品、アルコール類、手作り加
工品、賞味期限の記載のないものや２カ月未満のもの

提供日時　
８月26日(木)午前10時～午後３時
提供場所・問合せ先　
子ども福祉課(保健・福祉合同庁舎
１階)☎072－433－7022

広　告


